
岡山ささえ愛センター（岡山県地域公益活動推進センター） 

平成30年度 制度の狭間の課題解決モデル事業テーマ 

『子どもの居場所（学びの支援）の仕組みづくり』の実施について 

 
１．助成について 

（１）助成額・助成期間及び助成件数について 

□ 助 成 額： １実施主体につき上限４０万円／１か年度  

□ 助成件数：  １テーマにつき、３件程度 

□ 助成期間： 本事業の指定期間は、原則として２年以内 

（２）助成金の申請方法・手順等について 

①事業実施申請書の提出 【募集締切：平成３０年７月３１日】 

⇒ ②事務局による事前ヒヤリング（必要に応じて） 

⇒ ③地域公益推進会議において候補団体の決定【平成３０年８月】 

⇒ ④運営委員会（書類）において助成審査・内定【平成３０年８月末】 

（３）助成の決定について 

① 助成先の選考 

 申請書類に基づき、岡山県地域公益活動推進センター（以下、「県公益推進センター」

という。）の運営委員会においてモデル事業の指定並びに助成金交付額を決定します。 

【助成内定時期】平成３０年９月初旬（予定） 

② 決定通知および助成金の送金 

県公益推進センターより決定先に決定通知を行うとともに、できる限り早期に指定の

銀行口座あてに助成金を送金いたします。 【支払い時期】平成３０年９月末(予定) 

 

２．事業実施上の留意点 

（１）事前協議について 

    事業の指定並びに助成を希望する会員は、所定の書類を添えて、県公益推進センター

事務局まで、申請します。県公益推進センター事務局は事前確認・協議を行います。 

（２）県公益推進センターとしての支援 

 県公益推進センターは、現状把握及び課題整理を事業実施基礎団体会員等と共に行うと

ともに、必要に応じ、運営への支援や連絡会、学習会等を実施します。 

 県公益推進センターは、モデル指定年度終了ごとに、事業実施基礎団体会員等とともに

モデル事業実施における効果・課題等についての評価・分析を行います。 

（３）市町村域ネットワークにおける事業実施 

     市町村域の社会福祉法人ネットワーク組織（社会福祉法人連絡会等）において事業

実施をする場合には、当該組織の設置要綱を付し、事務局を担当する市町村社会福祉

協議会、または社会福祉法人・施設を申請者としてください。 

 



３．事業実施における主なスケジュール ／Ｈ３０年度分 

時 期 
内 容 

県公益推進センター  基礎団体会員等 

30

年

度

／ 

助

成 

 

1

年

次 

７月 

H30 年度分/募集開始 → 募集要綱配布 

H30 年度分/募集締切・申請書類の受理 ← 申請関連書類 提出

８月中旬 地域公益推進会議 H30 年度 指定候補選定   

９月上旬 運営委員会 H30 年度分/審査・内定   

９月中旬 H30 年度分/指定・交付決定、請求書提出依頼 →  

９月下旬 H30 年度分/助成金送金 ← 請求書提出 

随時 個別指導、助言や情報交換会 ⇔ 相談、助言依頼等 

３月上旬 H30 年度分/実施報告書提出依頼 →  

３１
年
度
／
助
成 

２
年
次 

４月 

H30 年度分・2年次/継続審査（事務局） ← 実施報告書提出 

H30 年度分・2年次/事業案内（継続決定） →  

５月 H30 年度分・2年次/助成金送金 ← 請求書提出 

随時 個別指導・助言 ⇔ 相談、助言依頼等 

２月下旬 
H30 年度分・2 年次/実施報告書,成果物提出

依頼 
→  

 H30 年度分／モデル事業実施成果報告 ← 参加 

  ⇓    

県内へ事業展開、普及促進（ノウハウ提供） 
（例）準備講座、研修会、実施者交流会 

← 協力 

 
※ 本事業は、原則 2 年間指定です。（但し、単年度ごと事業報告にもとづく評価を行います。） 

※ 相談、助言依頼等は随時対応。（例）電話等での相談、勉強会等への参加も可。 

※ 地域公益推進会議の役割 

①指定基礎団体会員等が取り組み状況や課題・効果について情報共有・意見交換を行い、

新たな気づきや事業の質を高めていく。 

②他の会員等へのフィードバックに向けた成果の取りまとめ、並びに今後の普及促進に

向けた事業企画検討。  



岡山ささえ愛センター（岡山県地域公益活動推進センター） 

平成３０年度 制度の狭間の課題解決モデル事業 

テーマ 『子どもの居場所（学びの支援）の仕組みづくり』 
 

○「制度の狭間の課題解決モデル事業」について 

 モデル事業は、地域における制度の狭間の様々な課題に対応するため、岡山県地域公益活動推進セ

ンターの基礎団体会員である社会福祉施設及び市町村社会福祉協議会、並びに市町村域ネットワーク

が行政や多様な関係機関、地域住民との協力・協働のもと、創意工夫ある事業に取り組むものです。

先駆的な取組として情報を広く共有することにより、新たな発想に基づく支援の仕組みが、県内各地

で創出されることを目的としています。 

 

○ 平成 30 年度テーマ「子どもの居場所（学びの支援）の仕組みづくり」の設定背景 

平成 27 年の子どもの貧困率は 13.9％で、前回調査時より 2.4 ポイント改善したことが 6 月 27 日、

厚生労働省が発表した「平成 28 年国民生活基礎調査」の結果から明らかになりました。しかしなが

ら、子どもの貧困率は改善傾向にあるものの、ひとり親世帯の子どもの貧困率は 50.8％と半数を超え

ています。 

 岡山県子どもの未来応援ネットワーク会議による子どもの生活実態調査からは、次のような傾向が

あります。 

①子どもへの大人の関与が少ない 

 所得の少ない世帯は、非正規職員の割合も高く、経済的に厳しい環境を背景として、仕事や生活

などのために子どもと一緒に過ごす十分な時間が確保できていない。このため、保護者等の大人が

子どもの身の回りの世話やしつけなどで、子どもに関わることができず、相対的に子どもだけで過

ごしている時間が長くなっている状況が推測されます。 

②不安定な生活習慣、学力・経験の不足 

 保護者などの大人が子どもへ関わることが少ないことで、睡眠、食事など生活リズムの乱れや孤

食、子どもらしい自然・文化体験や経験の欠如や学習習慣が定着しないことによる学力不足など、

子どもがそれぞれの年齢に応じて、生き生きと子どもらしく生活する上で様々な影響が及んでいる

ことがうかがえます。 

③支援につながりにくい 

 保護者が仕事や生活に追われたり、あるいは、核家族化や離婚等により、周囲に助けを求められ

る人がいない状況に陥っている可能性がある。このため、保護者が社会的にも精神的にも孤立化す

ることで、その子どもも含め、本来、受けられるべき支援や援助に届いていない状況が生まれてい

ることが推測されます。 

 

ひきこもりや不登校等といった困まりごとを抱える子どもを真ん中において、スクールソーシャ

ルワーカー、学校、地域のボランティア、教育・福祉行政等と連携しながら、子どもが安心して信

頼できる大人と過ごせる居場所づくりを行う。 

また、子どもの背景にある家庭の困りごと等、社協のコーディネートや社会福祉法人・地域のネ

ットワークにより支援につなげる。 

＜キーワード＞ ○社会福祉施設と地域が連携  ○子どもの育ちの支援 

○子どもの居場所づくり    ○子どもの学びの支援 
 


